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環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1) 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

環境影響評価法第 7 条の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を求めるため、環境

影響評価方法書を作成した旨及びその他の事項を公告し、環境影響評価方法書及びその要

約書を公告の日から起算して 1 月間以上の縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

令和 2 年 12 月 23 日（水） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞による公告 

下記日刊新聞紙に公告を掲載した。 [別紙 1] 

・令和 2 年 12 月 22 日（火）付 北海道新聞（札幌本社版朝刊 29 面） 

② 関係地方公共団体の広報誌等への掲載 

下記の広報誌に「お知らせ」を掲載した。 [別紙 2] 

・広報いしかり 令和 2 年 12 月号 

・広報とうべつ 令和 3 年 1 月号 

③ インターネットによるお知らせ 

事業者のウェブサイトに掲載した。また、北海道のホームページに環境影響評価図

書縦覧情報として、事業者ウェブサイトへのリンクを掲載いただいた。 

 

・事業者のウェブサイト [別紙 3] 

  https://iasmrwp.jp/ 

・北海道のウェブサイト [別紙 4] 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/assesshp/assess-book-info.htm 

 

(3) 縦覧場所 

地方公共団体庁舎等の 5 箇所での縦覧及びインターネットによる電子縦覧を実施した。 

① 地方公共団体庁舎等での縦覧 

・北海道環境生活部環境局環境政策課（北海道札幌市中央区北 3 条西 6 丁目） 

・石狩市役所環境保全課（北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 30 番地 2） 

・石狩市役所厚田支所市民福祉課（北海道石狩市厚田区厚田 45-5） 

・石狩市民図書館（北海道石狩市花川北 7 条 1 丁目 26 番地） 

・当別町役場環境生活課（北海道石狩郡当別町白樺町 58 番地 9） 

② インターネットの利用による縦覧 

・事業者のウェブサイト [別紙 3] 

  https://iasmrwp.jp/  
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(4) 縦覧期間 

令和 2 年 12 月 23 日（水）から令和 3 年 2 月 10 日（水）までとした。 

縦覧時間は各所の開庁・開館時間に準じた。なお、電子縦覧は終日アクセス可能な状態

とした。 

 

※縦覧期間は年末年始等の休日・祝日が含まれることから、環境影響評価法第 7 条の規定

による 1 月間から 50 日間に延長した。 

 

(5) 縦覧閲覧者数 

縦覧者数（縦覧者名簿記載者）は 2 名であった。 
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2) 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

環境影響評価法第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するため説明会

を開催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

縦覧期間中の説明会は、新型コロナウイルスの感染状況が拡大傾向にあり、感染防止

を図るため延期としたことから、方法書の縦覧等に関する公告には延長に関する記載を

行った。 

後日、新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて説明会の日程を決定し、事業者のウェ

ブサイト及び広報誌で開催公告を行った。 [別紙 5、別紙 6] 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

開催日時：令和 3 年 4 月 9 日（金） 18 時から 20 時まで 

開催場所：望来コミュニティーセンターみなくる 

来場者数：23 名 

 

開催日時：令和 3 年 4 月 10 日（土） 10 時 30 分から 12 時 30 分まで 

開催場所：望来コミュニティーセンターみなくる 

来場者数：18 名 

 

また、説明会の中で追加開催の要望があり、以下の日程で追加の説明会を開催した。 

 

開催日時：令和 3 年 5 月 8 日（土） 18 時から 19 時 15 分まで 

開催場所：聚富会館 

来場者数：10 名 
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3) 環境影響評価方法書についての意見の把握 

環境影響評価法第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意

見書の提出を受け付けた。 [別紙 7] 

 

(1) 意見書の提出期間 

縦覧期間中の意見書の提出期限は、令和 2 年 12 月 23 日（水）から令和 3 年 2 月 24 日

（水）までとした（郵送の場合は当日の消印有効とした）。 

なお、住民説明会を延期したことから、住民説明会後の意見書の提出は令和 3 年 4 月

24 日（土）までとした。 

 

(2) 意見書の提出方法 

意見書は以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・事業者への郵送による書面の提出 

・住民説明会会場での提出 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出は 28 通、意見総数は 50 件であった。 
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[別紙 1] 

日刊新聞紙における公告 

 

■令和 2 年 12 月 22 日（火）掲載 

 北海道新聞（札幌本社版朝刊 29 面） 
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[別紙 2] 

関係地方公共団体の広報誌等へ掲載した公告 

 

■広報いしかり 令和 2 年 12 月号 
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[別紙 2] 

関係地方公共団体の広報誌等へ掲載した公告 

 

■広報とうべつ 令和 3 年 1 月号 
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[別紙 3] 

事業者のウェブサイト 
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[別紙 3] 
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[別紙 3] 
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[別紙 4] 

北海道のウェブサイト 
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[別紙 5] 

事業者のウェブサイト 

 

 

  



39 

 

[別紙 5] 
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[別紙 5] 
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[別紙 6] 

関係地方公共団体の広報誌等へ掲載した公告 

 

■広報いしかり 令和 3 年 3 月号 
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[別紙 7] 

■ご意見記入用紙 

 


